
問合せ先 ※電話番号のかけ間違いにご注意ください。
■ 渋谷区役所 区民部 税務課 課税第一係・第二係
＜特別区民税・都民税の申告等に関する問合せ＞
住所：〒 150 － 8010　渋谷区宇田川町１番１号
電話（直通）：03 － 3463 － 1719 ／ 03 － 3463 － 1726

■ 渋谷税務署
＜確定申告や所得税に関する問合せ＞ 
住所：〒 150 － 8333　渋谷区宇田川町１番 10 号　渋谷地方合同庁舎
電話（代表）：03 － 3463 － 9181

申告の手引き令和 6 年度
特別区民税・都民税（住民税）

重 要
〇　申告期限 は 令和 6 年３月 15 日（金）です。

・受付期間：令和 6 年２月 16 日（金）から令和 6 年３月 15 日（金）まで（土日及び祝日は除く）
・受付時間：午前 9：00 から午後５：00 まで
・受付窓口：渋谷区役所６階　税務課　課税第一係・課税第二係（６－２税務課）

〇　申告期間は窓口が大変混雑します。混雑緩和のため、郵送での申告にご協力ください。
〇　税額シミュレーションシステムのページの案内に従って入力・印刷すると申告書が作成できます。

（郵送での提出が必要です。）
詳しくは３ページをご覧ください。

〇　申告期限を過ぎてから申告された場合は、税額の決定までに時間がかかり、各種行政サービスに影
響が及ぶ場合があります。申告期限内の申告をお願いいたします。

あなたは申告が必要？不要？「申告判別フローチャート」で確認しましょう。
■「はい」「いいえ」に沿って進んでください。申告の必要・不要が分かります。
■　～　 に到達した場合は、２～３ページの説明をお読みください。A F

税務署に所得税の確定申告をしますか（しましたか）？

令和6年１月１日に渋谷区に住んでいましたか？

原則、特別区民税・都民税の申告は不要です。

原則、令和６年１月１日に住んでいた区市町村で申告
が必要です。

あなたは同居親族の税法上の扶養となっていますか？令和 5年１月から令和５年 12月までの間に収入はあ
りましたか？

どのような種類の収入がありましたか？
（複数ある場合はそれぞれに進んでください）

会社員・アルバイト・パート・
日雇い等の収入がある人

勤務先から渋谷区へ給与支払報告書が
提出されていますか？（不明な場合は
勤務先に確認してください）

源泉徴収票に記載されていない控除を
追加しますか？（扶養親族・寡婦・ひ
とり親・障害・社会保険料等）

国民健康保険や後期高齢者医療保険等に
加入している、または子育て支援事業等の
行政サービスを活用していますか？

課税所得（収入から必要経費を除いたもの）
がありますか？
（※）遺族・障害年金等（非課税所得）のみ
の人は、「いいえ」に進んでください。

給与収入
公的年金・企業年金・年金基金等
の収入がある人

年金収入（遺族・障害年金等は除く）
事業・農業・不動産の収入、一時的な収入（生命保険満期等）、
雑収入（個人年金・原稿料等）、遺族・障害年金等がある人（※）

その他の収入

２ページを確認
B

C
２ページを確認

申告が必要です
３ページを確認

E 申告は不要です
３ページを確認

２ページを確認

F 申告が必要です

A 原則、税務署への
確定申告が必要です

２ページを確認
D あなたを扶養している人が、確定申告や渋谷区へ申告を
していれば、あなたの申告は不要です。

申告は不要です

スタート はい

はい

いいえ
　いいえ

　はい

　はい 　はい

いいえ いいえ

　いいえはいはいいいえいいえ

はい 　いいえ
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